
別記５ 

 

毒劇物たる農薬の適正販売強化対策 

 

１  毒劇物たる農薬の悪用等の不適切な使用の要因 

（１）当該農薬の譲受人である農家等が、毒物及び劇物取締法の知識が不

足している場合もあるため、毒劇物を安易に他人に譲渡してしまう

ことが考えられる。 

（２）購入後の保管管理が適正に行われておらず、農薬以外の用途で用い

られること、譲受人以外が容易に持ち出してしまうことが考えられ

る。 

（３）当該農薬をペットボトルや水筒等の通常飲食に使用する容器に移し

替えてしまい、誤飲・誤食事故を起こしてしまうことが考えられる。 

 

２  毒劇物たる農薬の適正販売強化対策 

（１）特に、毒物劇物営業者以外の者に対して毒劇物たる農薬の販売をす

るに当たっては、販売業の登録を受けることなく毒劇物を販売し、

又は授与することは毒物及び劇物取締法で禁止されていることを譲

受人に伝える。 

（２）毒劇物の廃棄に当たっては、関係法令に従った廃棄を行う必要があ

ることを譲受人に伝える。 

（３）毒劇物たる農薬は、毒劇物の指定がない農薬とは別の場所に保管し、

施錠をするなど適正な保管管理が行われるよう譲受人に伝える。 

（４）毒劇物たる農薬を、飲食物の容器として通常使用される物に移し替

えることは、毒物及び劇物取締法で禁止されていることを譲受人に

伝える。 

（５）毒物及び劇物取締法第 14 条（毒物又は劇物の譲渡手続）及び第 15

条（毒物又は劇物の交付の制限等）の規定を遵守するとともに、身

分証明書等により譲受人の身元及び使用量が適切なものであるかに

ついて、十分確認を行う。 

   特に、「毒物または劇物の名称及び数量」、「販売または授与の年

月日」および「譲受人の氏名、職業および住所」を記載した譲受書

は譲受人が作成し押印したものの提出を受けた後でなければ当該毒

物または劇物の販売または授与ができないことに留意すること。 

（５）譲受人の言動等から安全かつ適正な取扱いに不安があると認められ

る者には交付しない。特に、 18 歳未満の譲受人（当該毒物または劇

物の使用者ではない）には販売または授与してはならないことに留

意すること。 



 


